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４．基本理念・将来像（案）

【基本理念（案）】

【将来像図（案）】
➢ 現行計画の将来像に、下記内容を追加
・緑と人、人と人をつなぐ『緑の拠点』
（情報発信、講座の開催などを行う拠点）

・地域境界、生活圏域
（身近な緑の充実を考えるエリア）

➢ 現行計画からの更新を検討
・重点的・先導的な取組みを進める地区
※重点施策とあわせて今後検討

１．改定の目的

➢ 目標年次（令和8年／2026年）を迎える
・取組状況を踏まえた見直し

➢ 緑をとりまく社会潮流等の変化への対応
・茨木市の緑の現状・取組状況を踏まえた見直し
・気候変動やウェルビーイング※など社会変化を踏ま
えた見直し

※ウェルビーイング（Well-being）：身体的、精神的、社会的に良好
な状態であることを意味する概念。豊かさ、幸福。/都市政策マス
タープラン用語集

改定計画の構成と地域別の取組の方向性（案）

■改定計画の構成

２．改定の背景

（１）茨木市の緑の現状・取組状況
• 森林や農地、河川等が市域面積の約65%
• 地域をつなぐ緑資源（山林、安威川、元茨木川緑地など）
• 緑被面積は約0.6ha減少（R4年度中間見直し以降の変化。安威

川ダムや彩都等の整備や農地の減少が見られる。）

• 都市公園面積は約7.9ha増加（R4年度中間見直し以降の変化）

• 公園の配置状況は地域に差異
• 公園緑地施設の老朽化、樹木の高木化・老木化等
• 緑への満足度は増加しているが目標値に達せず

19.4%(H27）⇒21.8%（R6） 目標30%（R7)

• 緑の拠点を整備（おにクル周辺、ダムパークいばきた）
• 緑にかかわる協働の取組を実施
• 公園利活用の社会実験を実施 など

（２）緑をとりまく社会潮流等の変化
• 人口減少・少子高齢化
• 気候変動・自然災害の増加・激甚化
• カーボンニュートラル、ネイチャーポジティブ（自然再
興）の実現、グリーンインフラへの期待の高まり

• ライフスタイルの多様化、ウェルビーイングの向上
• 茨木市第6次総合計画など上位計画の改訂

など

３．改定の視点

緑と人を「つなぐ」を
キーワードに、緑の質を高め、

まちを豊かにする

【視点１】

緑の拠点やネットワークの充実により
「緑」と「緑」をつなぐことで、地域間
および地域内での連携や波及効果を生み
出す。

【視点２】

多様な主体による緑の活用の促進により
「緑」と「人」をつなぐことで、市民の
暮らしにかかわる様々な活動を生み出す。

【視点３】

みどりに関わる共創の取組の推進により
「人」と「人」をつなぐことで、共創で
豊かなまちとなることを目指す。

【視点４】

ひと中心のまちづくりに向けて、生活圏
における緑の質の向上を図る。

対象とする視点に
“活動”を加える

【これまでの視点】
山林、農地、河川、公園、住宅地の植栽など
緑資源

【新たに加える視点】
緑資源の活用・保全・整備に関する活動

生活圏の身近なみどりを
充実させるエリア

緑と人、人と人がつながり、共に育むみどりのまちづくり

茨木市の緑の強み
➢ 市街地の近くに北摂山系の自然
➢ 地域を横断する緑資源（安威川、元茨木川緑地、丘陵地など）
➢ まちと北部に緑の拠点を整備
➢ 協働から共創へ

茨木市の緑の取組からみた課題
➢ 身近な緑は増えていない
➢ 量的確保に限界
➢ 満足度は目標に届かず地域差あり
➢ ストックマネジメントが必要

緑を取り巻く状況の変化への対応
➢ 人口減少時代を背景とした緑のマネジメント
➢ 暮らしに緑を活かす
➢ 環境基盤（グリーンインフラ）としての機能を整える
➢ 「使われ活きる公園」へ
➢ 「共創のまちづくり」へ発展
➢ 生活圏での暮らしの質の向上 市民ボランティアによる

バラ園の維持管理
市民団体による自然観察
イベント

緑の拠点
※重点施策とあわせて今後精査
みどりのまちづくりを推める上で、都市
公園をはじめ緑に関する中心的な施設
が立地しており、それらを連携すること
により、緑の機能の充実を図るエリア
〔都市レベル〕

〔生活圏レベル〕

まちの緑の拠点

山の緑の拠点
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交流の緑の拠点

地域の緑の拠点

公園の緑
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（１）地域コミュニティや様々な都市活動の場としての
緑の活用

（１）緑に関する普及、啓発と市民団体等の緑に関わる
活動への参加促進

① 健康づくり、レクリエーション分野
② 子育て分野
③ 教育、生涯学習分野
④ 保健・福祉分野
⑤ 交流・観光、地域活性化分野
⑥ 景観分野
⑦ 防災分野
⑧ 自然環境保全分野

（2）緑やまちづくり活動等にかかる情報の発信

① 緑の活用拠点の整備
② 公園利活用の促進
③ 緑化にかかる活動支援
④ 緑や環境に関する活動団体の育成
⑤ 緑や環境の活動に関わる人材育成
⑥ 専門家との連携強化

（2）緑に親しみ、学ぶイベントの開催

① 市民さくらまつり（元茨木川緑地）
② 生きもの観察会・学習会
③ 緑化にかかる表彰
④ 緑化や活用イベントの実施

（3）緑化事業の推進

① 茨木市緑化基金の充実と活用
② 花と緑の街角づくり推進事業
③ 民有地緑化助成事業

（1）緑地の保全

① 森林の保全
② 景観緑地の保全
③ 農地の保全
④ 身近な樹林地の保全

（2）公園・緑地等の整備と維持管理・運営

① 公園・緑地の整備・再整備と維持管理・運営
② 開発による公園・緑地の確保整備・維持管理
③ 緑関連公共施設の整備、維持管理・運営

（3）まちなかの緑の最適化

① 道路の緑
② 河川水路の緑
③ 学校の緑
④ 公共施設の緑
⑤ 民有地・民間施設の緑

緑の満足度、活用された分野を評価

• 市民の緑への満足度

• 公園緑地などで実施されたイベ
ントや講座の分野数

など

緑に関する取組の開催数、参加人数、
主体数、市民の参加意識の割合など
を評価

• 緑の拠点でのイベントや緑に関す
る講座などの開催回数、人数、ボ
ランティア等活用団体数等

• プラットフォームの設置・開催数、
共創に関わる主体数

• みどりのまちづくりに関する活動
に参加している市民、参加意欲の
ある市民の割合

• 地域主体で公園等の利用ルール
を設定した地域数

など

緑の質の向上、充実に関する整備箇
所数などを評価

• 公園マネジメントの検討およびこ
れに基づく公園の再整備箇所数

• 計画的な維持管理を実施する街
路樹延長

など

８．推進方策（案）

➢ 共創によるみどりのまちづくりに取組む
・市民、事業者などの多様な主体が共創し、緑と人をつなぐことを重点的に取組む。

➢ PDCAサイクルにより施策・事業を検証する
・５年後中間見直し、10年後計画改定

「緑」と「人」、「人」と「人」がつながり共に育む

「共創のみどりのまちづくり」を進めるため、多

様な分野との連携による市民の暮らしの様々

な場面での「緑の活用」、市民や民間事業者な

ど多様な主体と共に取組む「共創によるみど

りのまちづくり」、市民の共有財産として質の

高い「緑の保全・創出」に取組み、よりいっそう

に市民が身近に緑の存在を感じ、その価値を

実感できるよう、市全体と生活圏レベルのきめ

細やかな視点の双方で捉え取組んでいきます。

５．基本方針（案） ６．具体施策（案）

【基本方針１】

みどりの活用

【基本方針2】

共創による
みどりの
まちづくり

【基本方針3】

みどりの
保全・創出

の視点で

具体施策を拡充し、具体施策の取組を評価

緑と緑をつなぐ 緑と人をつなぐ 人と人をつなぐ

緑の骨格となる森林や農地、安威川などの河川
や水路、元茨木川緑地や西河原公園などの大規模な
公園緑地や、市民の暮らしの身近に存在する小さな
公園や広場などの緑を、市民が充実した暮らしや営
みを実感できるように、レクリエーション、防災、環境
保全、健康増進、福祉、子育て、教育、交流などの
様々な分野で市民生活や都市活動において活用し
ていきます。

ここでは「緑の活用」を“果実”として例えます。たく
さんの果実が実るような取組を進めます。

緑の存在や活用が、市民生活や都市活動をより充
実させることの意識啓発や、実感が得られる機会づ
くりに取組むとともに、共創の考えのもと、多様な主
体による様々な活動の掛け合わせで、相乗効果によ
り新たな活動が生み出される取組を推進します。

基本方針１「緑の活用」の可能性を広げるのがこの
「共創のみどりのまちづくり」です。果実である「緑の
活用」を“幹や枝”として支えながらたくさん育んでい
きます。

市民共有の財産であるとともに、まちの魅力を高
める重要な要素として緑を守り育てます。そのため、
緑の種類や緑のある場所、人との関わりの中で求め
られる役割などに応じて質の高い緑を保全・創出す
るとともに、市民生活や都市活動のニーズに応じて
適切かつ効率的な再整備や維持管理に取組んでい
きます。

基本方針１「緑の活用」、基本方針２「共創によるみ
どりのまちづくり」を支える“フィールド”として緑を
保全、維持管理、整備していくのが「緑の保全・創出」
です。樹木を支えるためのしっかりとした土壌を整
えていきます。

７．評価指標（案）
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※現行計画の樹木の図に、具体的な活動と
フィールドの写真を追加する

【参照】 資料６ 具体施策（案） 【参照】 資料７ 評価指標について

共創による

みどりのまちづくり

① 緑やまちづくり活動等にかかる情報の発信
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■地域別緑の特徴・課題・取組の方向性案 ／ １．中央地域  

【特徴・課題】 

 元茨木川緑地や文化・子育て複合施設「おにクル」、それと一体と

なった中央公園や市役所などの都市機能が集積し、本市の中心

市街地として、都市部でありながら緑豊かなまちのイメージを形

成している。 

 今後も市民会館跡地エリア第二期整備とあわせた公園の再整備

や街路樹など緑資源の充実、質の高い緑の維持、活用が望まれ

る。 

 岩倉公園、桑田公園などの近隣公園があり、自然とのふれあいや

地域交流などに活用できる緑の拠点、災害時の避難地等として

の機能を有している。 

 街区公園以下の小規模公園等が多数存在しており、街路樹ととも

に市民の暮らしの身近に存在する緑となっている。一方で、小規

模公園等の機能や施設の配置には重複や偏りも見られることか

ら、近隣公園や周辺の公共施設等と連携し、公園機能をバランスよく再配置し充実させていくことが

望まれる。 

 本地域には街路樹、城下町の面影を残すまちなみ、水路があり、身近に感じられる緑の質の向上や、

生物の生息環境としての緑の保全と活用が望まれる。 

【取組の方向性案】 

 元茨木川緑地や中央公園等の緑の質の向上、活用の推進 

 市民会館跡地エリア第二期整備とあわせた緑の充実 

 周辺の公共施設等と連携し、岩倉公園、桑田公園など緑の拠点となる比較的大規模な公園と複数の

小規模公園等とのネットワークによる複合的な緑の機能の再配置、充実、活用の促進 

 身近に緑とふれあえ、生物の生息環境にもなっている公園緑地等の保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■元茨木川緑地 
元茨木川緑地リ・デザイン計画に基づく再整備と
利活用を推進していくことが求められる。 

■住宅地エリア 
地域のニーズも踏まえつつ、小規模公園等の見直し（公園
機能の特化や役割分担など）について検討が必要である。 

■文化・子育て複合施設おにクル、中央公園 
おにクルと中央公園は、山とまちのつながりや
賑わいを生み出す拠点としての役割が期待され
る。 

■中心市街地 
２コア１パーク＆モールの考え方のもと、中央公園とその周辺の
オープンスペースの利活用を促進し、まちの拠点としての充実が
求められる。 

中央地域 

文化・子育て複合施設おにクル 元茨木川緑地（高橋周辺） 中央公園（旧 IBALAB＠広場） 

岩倉公園 
市民会館跡地エリア
第二期整備イメージ 

（市民会館跡地エリア 

第二期整備基本計画） 
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■地域別緑の特性・課題・取組の方向性案 ／ ２．南部地域  

【特徴・課題】 

 安威川、大正川、高瀬川等の河川・水路、そして元茨木川緑地、沢

良宜公園、若園公園、水尾公園など比較的大規模な公園があり、

自然とのふれあい、地域交流などに活用できる緑の拠点として、

緑の質の向上と活用の促進が望まれる。 

 街区公園以下の小規模公園等が多数存在しており、街路樹ととも

に市民の暮らしの身近に存在する緑となっている。しかしながら、

幹線道路や鉄道、河川がいくつも交差し地域を分断しているた

め、利用できる身近な公園緑地が限られているほか、配置にも重

複や偏りが見られることから、近隣公園や周辺の公共施設等と連

携し公園機能をバランスよく再配置し充実させていくことが望ま

れる。 

 高瀬川通り等の街路樹、河川や水路が見られ、身近に感じられる

緑の質の向上や、生物の生息環境としての緑の保全と活用が望ま

れる。 

 南目垣・東野々宮地区の土地区画整理事業で整備された商業・物流施設「イコクルいばらき」は、民間

事業者により南部地域の拠点として賑わいと活力あるまちづくりが進められており、イコクルいばら

き南目垣公園の活用が期待される。 

【取組の方向性案】 

 安威川、大正川等の水辺環境の保全や河川敷の利用など、河川の緑の質の向上、活用の促進 

 元茨木川緑地や若園公園等の緑の質の向上、活用の推進 

 周辺の公共施設等と連携し、緑の拠点となる比較的大規模な公園と複数の小規模公園等とのネット

ワークによる複合的な緑の機能の再配置、充実、活用の促進 

 身近に緑とふれあえ、生物の生息環境にもなっている公園緑地等の保全 

 イコクルいばらきなどにおける民間事業者等と連携した緑の充実・活用の促進 

 

   

■元茨木川緑地（梅園など） 
元茨木川緑地リ・デザイン計画に基づく維持管
理と利活用を推進していくことが求められる。 

■若園町、玉瀬町周辺 
都市公園が充実しているエリアでは、地
域特性や各公園の特性を踏まえた利活
用の推進が求められる。 

■安威川、大正川、高瀬川 
水辺環境の保全、市民のレクリエー
ションの場としての利活用の推進が
求められる。 

■丑寅、蔵垣内、沢良宜西周辺 
地域のニーズも踏まえつつ、小規模公園等の見直し（公園
機能の特化や役割分担など）について検討が必要であ
る。 

南部地域 

若園公園 

安威川河川敷公園 

イコクルいばらき 

大正川河川敷公園 イコクルいばらき南目垣公園 

■大阪府みどりの風促進区域（大阪高槻京都
線（十三高槻線）及びその沿線） 
街路樹等の緑化の促進が期待される。 
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■地域別緑の特性・課題・取組の方向性案 ／ ３．東部地域  

【特徴・課題】 

 安威川、西河原公園など緑の骨格となる資源があり、自然とのふ

れあい、地域交流などに活用できる緑の拠点として、緑の質の向

上と活用の促進が望まれる。 

 西河原公園については、総持寺周辺や太田東芝地区と隣接し、魅

力づくりや賑わいづくり、さらなる機能の充実が望まれる。 

 街区公園以下の小規模公園等が多数存在しており、街路樹ととも

に市民の暮らしの身近に存在する緑となっている。しかしながら、

幹線道路や鉄道が地域を分断しているため、利用できる身近な

公園緑地が限られているほか、配置にも重複や偏りが見られるこ

とから、社会教育施設である体育館など周辺の公共施設等と連

携し、公園機能をバランスよく充実させていくことが望まれる。 

 大規模な住宅団地の緑や市街化調整区域内の農地、総持寺周辺

の歴史的なまちなみなどの緑資源が充実しており、これらの保全

が望まれる。 

【取組の方向性案】 

 安威川、西河原公園等の緑の質の向上、活用の促進 

 周辺の公共施設等と連携し、緑の拠点となる比較的大規模な公園と複数の小規模公園等とのネット

ワークによる複合的な緑の機能の再配置、充実、活用の促進 

 身近に緑とふれあえ、生物の生息環境にもなっている公園緑地等の保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■西河原公園 
総持寺駅周辺や太田東芝地区と隣接する西河原公
園の魅力向上によるさらなるにぎわい拠点の形成
が求められる。 

■三島、三島丘、太田周辺 
地域のニーズも踏まえつつ、小規模公園等の見直し
（公園機能の特化や役割分担など）や公園以外の緑
資源の活用について検討が必要。 

■安威川 
水辺環境の保全、市民のレクリエーションの場
としての利活用の促進が求められる。 

東部地域 

西河原公園（防災広場） 西河原公園（せせらぎ） 西河原公園（市民プール） 

歴史的なまちなみ 安威川 東雲運動広場（屋外） 
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■地域別緑の特性・課題・取組の方向性案 ／ ４．西部地域  

【特徴・課題】 

 比較的規模の大きな公園として、松沢池公園と上穂積公園があ

り、自然とのふれあい、地域交流などに活用できる緑の拠点とし

て、緑の質の向上と活用の促進が望まれる。 

 街区公園以下の小規模公園等が多数存在しており、街路樹ととも

に市民の暮らしの身近に存在する緑となっている。一方で、小規

模公園等の配置には重複や偏りが見られることから、近隣公園や

周辺の公共施設、万博記念公園等と連携し公園機能をバランスよ

く充実させていくことが望まれる。 

 丘陵部の樹林地や社寺林、農地、春日丘地区や集落の戸建て住宅

の庭木や街路樹、地区境界部に勝尾寺川、大正川などの河川があ

り、市民の暮らしの身近に存在する緑、生物の生息環境としての

保全と活用が望まれる。 

 JR 茨木駅西口駅前周辺整備が検討されており、まちの顔と

なる景観形成が期待される。 

【取組の方向性案】 

 松沢池公園と上穂積公園の緑の質の向上、活用の推進 

 周辺の公共施設等と連携し、複数の小規模公園等とのネットワークによる複合的な緑の機能の再配

置、充実、活用の促進 

 身近に緑とふれあえ、生物の生息環境にもなっている公園緑地等の保全 

  

 

 

 

 

   

■地域の拠点となる公園が身近に存在していない
ため、多数存在する小規模公園等の今後の方向性に
ついて検討が必要。 

■地域のニーズに応じて多数存在する小規模公園
等の今後の方向性について検討が必要。 

■中穂積、春日神社周辺 
地域共有の財産として指定
継続により保全していく必
要がある。 
歴史・文化を感じられる景
観形成に緑を役立てること
が求められる。 

■整備後相当年数が経過した公園が多く、施設の老
朽化が進んでおり、地域のニーズに応じて多数存在
する小規模公園等の今後の方向性について検討が
必要。 

西部地域 

松沢池公園 上穂積公園 松沢池（都市計画公園区域） 

JR茨木駅西口駅前周辺
整備イメージ（JR茨木駅・
阪急茨木市駅 西口駅前周
辺整備基本計画） 

万博記念公園少年野球場 

■都市計画公園の見直しの検
討が求められる。 
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■地域別緑の特性・課題・取組の方向性案 ／ ５．北部地域  

【特徴・課題】 

 北摂山系の山林が広がっており、竜王山周辺・安威川上流部は、国

の生物多様性保全上重要な里地里山、大阪の生物多様性ホットス

ポットに選定され、大阪府立北摂自然公園にも指定されている豊

かな自然環境が残っており、これらの保全が望まれる。 

 ダムパークいばきたが整備され、山とまちをつなぎ、忍頂寺スポ

ーツ公園や見山の郷など周辺の地域資源とのネットワーク化を強

化し、自然と共生するまちづくりを推進していく上での「ハブ拠

点」として今後の活用の促進が望まれる。 

 初期に開発された住宅市街地には、公園や街路樹が計画的に整備

されており、緑豊かな住環境を形成している。その一方で、公園施

設の老朽化や人口構成の変化に伴うにニーズの変化、樹木の高木

化等が見られており、地域の状況に応じた緑の機能の見直しや維

持管理が望まれる。 

 農地や集落、それらと山や丘陵が一体となった里地里山の自然環境と景観が見られ、それらの保全、

観光や自然体験などレクリエーション利用の促進、山とまちとをつなぐ緑資源のネットワーク化の促

進が期待される。 

【取組の方向性案】 

 竜王山周辺・安威川上流部など山林の自然環境の保全 

 ダムパークいばきたの緑の質の向上、活用の促進、周辺の地域資源とのネットワーク化の促進等 

 地域の状況に応じた緑の機能の見直しや維持管理 

 周辺の公共施設等と連携し、複数の小規模公園等とのネットワークによる複合的な緑の機能の再配

置、充実、活用の促進 

 身近に緑とふれあえ、生物の生息環境にもなっている公園緑地等の保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ダムパークいばきた、山地部の各種既
存施設 
「ダムパークいばきた」を核として、既存
施設のネットワーク化による北部地域に
おけるスポーツ・レクリエーション拠点の
形成が求められる。 

■彩都地区（未整備区域） 
新たなまちづくりにあわせた緑の確
保が求められる。 

■初期に開発された住宅市街地 
公園施設の老朽化や人口構成の変化
等に伴う公園緑地への市民ニーズの
変化に対応することが求められる。 

■山林、農村地域 
農林業従事者の高齢化や後継者不足に
より、適切な農地や森林の維持管理が
困難になる事態が予測される。 

北部地域 

ダムパークいばきた 忍頂寺スポーツ公園 
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